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「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 
 
 
 
 生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和

３６年９月３０日社発第７２７号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところで

あるが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正し、平成２６年７月１日から適用するこ

ととしたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。 
  

                                       
                                      記 
 

別添の新旧対照表のとおり改める。 
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○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日厚生省社会局長通知社発第７２７号） 

改正後（案） 改正前 

 

第２ 医療扶助運営体制 

１ 都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係 

（１）～（３）（略） 

（４）医療扶助に関する審議会（以下、「医療扶助審議会」という。） 

都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたって

の医学的判断等を的確に行うことのできる体制を確保すること。また、これら

の医学的判断その他医療扶助に関する諮問に答えるため等の附属機関として、

医療扶助審議会を設置することが望ましい。 

なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。 

ア 審議事項 

（ア）結核入院要否判定 

（イ）精神疾患入院要否判定 

（ウ）結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定 

（エ）訪問看護の要否判定 

（オ）在宅患者加算等各種給付の要否の判定 

（カ）医療扶助の適正実施に関して参考意見を述べること等その他必要と認め

られるもの 

イ （略） 

ウ 審議 

      前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等

の全経過等を踏まえ総合的な検討を行うとともに、医療扶助の本則に基づき

公正妥当な答申を行う。 

      なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書

類を整備する。 

（５）運営台帳 

    都道府県本庁においては、次に掲げる運営台帳を作成し、整備すること。 

ア 指定医療機関名簿（福祉事務所別、旧総合病院、医科、歯科、訪問看護ス

テーションおよび薬局別）、医療保護施設名簿、指定施術機関名簿および指

定助産機関名簿（様式第１号） 

イ 指定申請書（変更届書、休止・廃止届書、再開届書、処分届書、指定辞退

届書）受理簿（様式第２号） 

 

 （６）～（７） （略） 

 

 ２ 福祉事務所関係 

   医療扶助は、他の扶助と異なり、診療の要否、程度の判定等専門的判断を要す

 

第２ 医療扶助運営体制 

１ 都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係 

（１）～（３）（略） 

（４）医療扶助に関する審議会（以下、「医療扶助審議会」という。） 

都道府県本庁においては、知事の医療扶助その他保護の決定実施にあたって

の医学的判断を的確に行うことのできる体制を確保すること。そのため、これ

らの医学的判断に関する諮問に答えるための附属機関として、医療扶助審議会

を設置することが望ましい。 

なお、その構成および運営等については、次の基準を参考とすること。 

ア 審議事項 

（ア）結核入院要否判定 

（イ）精神疾患入院要否判定 

（ウ）結核、精神疾患以外の傷病による入院要否の判定 

（エ）訪問看護の要否判定 

（オ）在宅患者加算等各種給付の要否の判定 

（カ）その他必要と認められるもの 

 

イ （略） 

ウ 審議 

前記アにより諮問を受けた医療扶助審議会は、患者の病状及び療養状況等

の全経過にわたり総合的な検討を行うとともに、医療扶助の本則に基づき公

正妥当な答申を行う。 

     なお、審議にあたっては、その経過および答申根拠の記録、その他関係書

類を整備する。 

（５）運営台帳 

    都道府県本庁においては、次に掲げる運営台帳を作成し、整備すること。 

   ア 指定医療機関名簿（福祉事務所別、旧総合病院、医科、歯科、訪問看護ス

テーションおよび薬局別）、医療保護施設名簿、指定施術機関名簿および指

定助産機関名簿（様式第１号） 

   イ 指定申請書（変更届書、休止・廃止届書、再開届書、処分届書、指定辞退

届書）受理簿（様式第２号） 

   ウ はり・きゅう師登録簿 

（６）～（７） （略） 

 

 ２ 福祉事務所関係 

   医療扶助は、他の扶助と異なり、診療の要否、程度の判定等専門的判断を要す
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る特殊性をもつものではあるが、他面、生活扶助、その他の扶助とならび被保護

者の生活を保障するとともに、その自立を助長するための意義を有するものであ

る。したがって、他の扶助における現業活動と遊離して行なわれるべきものでは

なく、これと緊密な連けいを保って実施するよう、その運営体制の確立に万全を

期すること。 

なお、保護の実施機関は、生活保護制度について理解のある医師のうちから嘱

託医（１年ごとに更新することとするが、特別の理由がない限り、再任を妨げる

ものではないこと。また、精神科医療に関する事務を行わせるため、一般の嘱託

医に加え、原則として、精神科嘱託医を設置すること。）を委嘱し、及び事務を

行なう所員のうちから、医療扶助関係事務を担当する者（以下「医療事務担当者」

という。）を定めること。 

さらに、被保護者に対し健康の保持・増進に自ら努めることを促すための体制

を整備すること。 

おって、医療扶助の実施に関し、各職種の担当すべき事務については、次に掲

げるもののほか、別紙第１号に示すところによること。 

 （１）～（５） （略） 

 （６）手続書類 

     福祉事務所においては、次に掲げる手続書類用紙を印刷し、常備すること。 

ア～コ （略） 

   サ 施術券及び施術報酬請求明細書（様式第 26 号の１～３） 

 

 

シ 診療依頼書（入院外）（様式第 37 号） 

ス 検診命令書、検診書及び検診料請求書（生活保護法施行細則準則様式第 20

号） 

 

 

第３ 医療扶助実施方式 

 １ 医療扶助の申請 

 （１）～（２） （略） 

 （３）各給付要否意見書の発行 

   ア～エ （略） 

   オ 福祉事務所又は町村において各給付要否意見書を発行する際は、指定医療

機関から次の標準により選定して、当該指定医療機関において各給付要否意

見書に意見を記載のうえ提出するよう指導すること。 

     なお、選定にあたっては、要保護者の希望を参考とすること。 

 

   （ア）要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関であること。 

    （イ）要保護者が人工妊娠中絶若しくは不妊手術又は結核の治療をうけようと

するときは、原則としてそれぞれ同時に母体保護法による指定医師又は感

る特殊性をもつものではあるが、他面、生活扶助、その他の扶助とならび被保護

者の生活を保障するとともに、その自立を助長するための意義を有するものであ

る。したがって、他の扶助における現業活動と遊離して行なわれるべきものでは

なく、これと緊密な連けいを保って実施するよう、その運営体制の確立に万全を

期すること。 

なお、保護の実施機関は、生活保護制度について理解のある医師のうちから嘱

託医（１年ごとに更新することとするが、特別の理由がない限り、再任を妨げる

ものではないこと。また、精神科医療に関する事務を行わせるため、一般の嘱託

医に加え、原則として、精神科嘱託医を設置すること。）を委嘱し、及び事務を

行なう所員のうちから、医療扶助関係事務を担当する者（以下「医療事務担当者」

という。）を定めること。 

さらに、被保護者に対し健康の保持・増進に自ら努めることを促すための体制

を整備すること。 

おって、医療扶助の実施に関し、各職種の担当すべき事務については、次に掲

げるもののほか、別紙第１号に示すところによること。 

 （１）～（５） （略） 

 （６）手続書類 

     福祉事務所においては、次に掲げる手続書類用紙を印刷し、常備すること。 

   ア～コ （略） 

   サ 施術券及び施術報酬請求明細書（様式第 26 号） 

   シ 生活保護法による施術費給付承認書（はり・きゅう）及び施術費給付請求

書（はり・きゅう）（様式第 26 号の３） 

   ス 診療依頼書（入院外）（様式第 37 号） 

セ 検診命令書、検診書及び検診料請求書（生活保護法施行細則準則様式第 20

号） 

 

 

第３ 医療扶助実施方式 

１ 医療扶助の申請 

 （１）～（２） （略） 

 （３）各給付要否意見書の発行 

   ア～エ （略） 

   オ 福祉事務所又は町村において各給付要否意見書を発行する際は、次の標準

により医療機関を選定して、当該医療機関において各給付要否意見書に意見

を記載のうえ提出するよう指導すること。 

     なお、この医療機関の選定にあたっては、要保護者の希望を参考とするこ

と。 

   （ア）要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する指定医療機関であること。 

   （イ）要保護者が人工妊娠中絶若しくは不妊手術又は結核の治療をうけようと

するときは、原則としてそれぞれ同時に母体保護法による指定医師又は感
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染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核指定

医療機関としての指定を受けている指定医療機関であること。 

 

 

（ウ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律による指定の取消を受けている指定医療機関

でないこと。 

（エ）過去３箇月間に第６の３（２）イによる「戒告」を受けたことのない指

定医療機関であること。 

 

 

４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 

一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担

当規程（昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号）及び生活保護法第 52 条第２項の規

定による診療方針及び診療報酬（昭和 34 年５月厚生省告示第 125 号）によるこ

と。 

なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 

 

 

 

（１）生活保護法第５２条第２項の規定による診療方針及び診療報酬第１項中「金

を使用すること」とあるのは、金位 14 カラット以上の合金を使用することを

いうものであること。 

（２）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護のうち食事の

提供たる療養及び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

に係る診療報酬については、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活

療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成 18 年３月厚生労

働省告示第 99 号）の例による。 

また、健康保険法による訪問看護に係る費用については、訪問看護療養費に

係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成 20 年３月厚生労働省告示第 67

号）の例によることとし、訪問看護の基本利用料以外の利用料に相当する費用

については、必要最小限度の実費の額とすること。 

（３）後期高齢者医療の例による診療方針及び診療報酬（保険外併用療養費の支給

に係るものを除く。）は、75 歳以上の者等に該当するに至った日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から適用するもの

とすること。 

また、「65 歳以上 75 歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律

施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの」に該当するか否かの認定

は、国民健康保険法第６条第８号の規定により同法の適用を除外されている者

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による結核指定

医療機関としての指定を受けている指定医療機関であること。 

（ウ）要保護者が各種社会保険の被保険者又は被扶養者であるときは、健康保

険法による保険医療機関であること。 

（エ）健康保険法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律による指定の取消を受けている指

定医療機関でないこと。 

（オ）過去３箇月間に法による「戒告」を受けたことのない指定医療機関であ

ること。 

 

 

４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 

一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担

当規程（昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号）及び生活保護法第 52 条第２項の規

定による診療方針及び診療報酬（昭和 34 年５月厚生省告示第 125 号）によるこ

と。 

なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 

（１）指定医療機関が健康保険法第 65 条第１項による指定を受けていない場合に

おける診療報酬の額の算定は、診療報酬の算定方法（平成 20 年３月厚生労働

省告示第 59 号）の第１項から第６項までの規定を準用して行うものとする。 

（２）生活保護法第 52 条第２項の規定による診療方針及び診療報酬第１項中「金

を使用すること」とあるのは、金位 14 カラット以上の合金を使用することを

いうものであること。 

（３）病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護のうち食事の

提供たる療養及び温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養

に係る診療報酬については、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活

療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成 18 年３月厚生労

働省告示第 99 号）の例による。 

また、健康保険法による訪問看護に係る費用については、訪問看護療養費に

係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成 20 年３月厚生労働省告示第 67

号）の例によることとし、訪問看護の基本利用料以外の利用料に相当する費用

については、必要最小限度の実費の額とすること。 

（４）後期高齢者医療の例による診療方針及び診療報酬（保険外併用療養費の支給

に係るものを除く。）は、75 歳以上の者等に該当するに至った日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から適用するもの

とすること。 

また、「65 歳以上 75 歳未満の者であって高齢者の医療の確保に関する法律

施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの」に該当するか否かの認定

は、国民健康保険法第６条第６号の規定により同法の適用を除外されている者
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の場合は福祉事務所長が行うこととなるが、原則として生活保護法による保護

の基準（昭和 38 年４月厚生省告示第 158 号）別表第１第２章２障害者加算の

例によること。 

（４）通算対象入院料（一般病棟入院基本料（特別入院基本料及び後期高齢者特定

入院生活基本料を含む。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）

及び専門病院入院基本料をいう。）を算定する病棟に 180 日を超えて入院して

いる患者で厚生労働大臣が別に定める患者に該当しない者のうち、いかなる方

法によっても退院後の受入先が確保できない者であって真にやむを得ないと

判断される者については、別に定めるところにより、受入先が確保されるまで

の間、当該患者が 180 日経過するまでに保険給付の対象とされていた入院基本

料の範囲内において必要な額を認定して差し支えないこと。 

（５）指定医療機関が、医療券によって診療を行なった場合には、診療報酬明細書

又は訪問看護療養費明細書に必要事項を記載して発行した福祉事務所ごとに

とりまとめ、当月診療分を所定の様式による診療報酬請求書を添えてこれらの

書類を翌月 10 日までに当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療

報酬支払基金の支部（以下「支払基金」という。）に提出させるものとするこ

と。 

（６）指定医療機関のうち、旧総合病院における診療科別の初診料、検査料又は診

療報酬の請求は、社会保険の取扱いの例によるものであるが、この場合におい

ても医療券は１枚発行すれば足りること。 

 

 

７ 施術の給付 

施術の給付につき、申請があった場合には、給付要否意見書（柔道整復、あん

摩・マッサージ、はり・きゅう）に必要事項を記載のうえ、すみやかに指定施術

機関及び指定医療機関において所要事項の記入を受け、福祉事務所長又は町村長

に提出するよう指導して発行すること。 

施術の給付を行なうにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当を

する場合および脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要

であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が

必要であること。 

この場合において、あん摩・マッサージ指圧師が脱臼又は骨折の患部以外に施

術をするとき及びはり・きゅう師が施術をするときは、当該施術の要否に関する

診断書をもって、医師の同意書に代えることができること。 

施術の給付を行なうにあたって留意を要する点は次のとおりであること。 

 

 

 

（１） （略） 

（２）施術券の発行   （以下、略） 

の場合は福祉事務所長が行うこととなるが、原則として生活保護法による保護

の基準（昭和 38 年４月厚生省告示第 158 号）別表第１第２章２障害者加算の

例によること。 

（５）通算対象入院料（一般病棟入院基本料（特別入院基本料及び後期高齢者特定

入院生活基本料を含む。）、特定機能病院入院基本料（一般病棟の場合に限る。）

及び専門病院入院基本料をいう。）を算定する病棟に 180 日を超えて入院して

いる患者で厚生労働大臣が別に定める患者に該当しない者のうち、いかなる方

法によっても退院後の受入先が確保できない者であって真にやむを得ないと

判断される者については、別に定めるところにより、受入先が確保されるまで

の間、当該患者が 180 日経過するまでに保険給付の対象とされていた入院基本

料の範囲内において必要な額を認定して差し支えないこと。 

（６）指定医療機関が、医療券によって診療を行なった場合には、診療報酬明細書

又は訪問看護療養費明細書に必要事項を記載して発行した福祉事務所ごとに

とりまとめ、当月診療分を所定の様式による診療報酬請求書を添えてこれらの

書類を翌月 10 日までに当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療

報酬支払基金の支部（以下「支払基金」という。）に提出させるものとするこ

と。 

（７）指定医療機関のうち、旧総合病院における診療科別の初診料、検査料又は診

療報酬の請求は、社会保険の取扱いの例によるものであるが、この場合におい

ても医療券は１枚発行すれば足りること。 

 

 

７ 施術の給付 

施術の給付につき、申請があった場合には、給付要否意見書（柔道整復、あん

摩・マッサージ、はり・きゅう）に必要事項を記載のうえ、すみやかに指定施術

機関（はり・きゅうにあっては、はり・きゅう師。以下同じ。）および指定医療

機関において所要事項の記入を受け、福祉事務所長又は町村長に提出するよう指

導して発行すること。 

なお、施術の給付を行なうはり・きゅう師は、はり・きゅう師登録簿に登録さ

れた者に限るものとすること。 

施術の給付を行なうにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当を

する場合および脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要

であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が

必要であること。 

この場合において、あん摩・マッサージ指圧師が脱臼又は骨折の患部以外に施

術をするとき及びはり・きゅう師が施術をするときは、当該施術の要否に関する

診断書をもって、医師の同意書に代えることができること。 

施術の給付を行なうにあたって留意を要する点は次のとおりであること。 

（１） （略） 

（２）施術券（はり・きゅうにあっては、施術費給付承認書（はり・きゅう）。以
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（３）施術給付方針および施術料 

ア 給付方針 

必要最小限度の施術を原則として現物給付するものとし、その範囲は、あ

ん摩・マッサージ、柔道整復およびはり・きゅうとすること（はり・きゅう

にあっては、慢性病であって、医師による適当な治療手段がないものを対象

とするが、指定医療機関の医療の給付が行なわれている期間は、その疾病に

かかる施術は、給付の対象とはならないこと。）。なお、この者が現に指定

医療機関において診療をうけている場合には、当該指定医療機関の意見を求

めたうえで要否を決定すること。 

 

イ 費用 

費用は次によるものとすること。 

（ア）あん摩・マッサージについては、別紙第４号の１協定書案に基づきあん

摩・マッサージの施術料金の算定方法（別紙第４号の２）を基準として都

道府県知事と関係団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。 

（イ）柔道整復については、前記協定書案に基づき柔道整復師の施術料金の算

定方法（別紙第４号の３）を基準として都道府県知事と関係団体との間で

協定して定めた額以内の額とすること。 

（ウ）はり・きゅうについては、前記協定書案に基づきはり師及びきゅう師の

施術料金の算定方法（別紙第４号の４）を基準として都道府県知事と関係

団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。 

 （４） （略）                              

 

 

第４ 医療扶助指定機関 

１ 指定医療機関の指定の際の留意事項 

（１）法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、

法第４９条の２第２項各号のいずれにも該当せず、医療扶助に基づく医療等に

ついて理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。 

このうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７

条の２に規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第３８条第１項

の規定による指定を受けている医療機関を指定すること。 

 

 

 

 

 

 

 （２）指定を行った医療機関に対しては、指定後においても、第６の１の（２）ア

下同じ。）の発行  （以下、略） 

（３）施術給付方針および施術料 

ア 給付方針 

必要最小限度の施術を原則として現物給付するものとし、その範囲は、あ

ん摩・マッサージ、柔道整復およびはり・きゅうとすること（はり・きゅう

にあっては、指定医療機関による医療の給付を受けても所期の治療効果が得

られないもの、またはいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわ

れていないと判断されるものを対象とするが、指定医療機関の医療の給付が

行なわれている期間は、その疾病にかかる施術は、給付の対象とはならない

こと。）。なお、この者が現に指定医療機関において診療をうけている場合

には、当該指定医療機関の意見を求めたうえで要否を決定すること。 

イ 費用 

費用は次によるものとすること。 

（ア）あん摩・マッサージについては、別紙第４号の１協定書案に基づきあん

摩・マッサージの施術料金の算定方法（別紙第４号の２）を基準として都

道府県知事と関係団体との間で協定して定めた額以内の額とすること。 

（イ）柔道整復については、前記協定書案に基づき柔道整復師の施術料金の算

定方法（別紙第４号の３）を基準として都道府県知事と関係団体との間で

協定して定めた額以内の額とすること。 

（ウ）はり・きゅうについては、別紙第５号協定書（はり・きゅう）案別紙３

施術料金の算定方法を基準として都道府県知事と関係団体との間で協定

して定めた額以内の額とすること。 

 （４） （略） 

 

 

第４ 医療扶助指定機関 

１ 医療機関指定基準 

  法による医療扶助のための医療を担当する機関は、申請のあったもののうち、

次に掲げる指定等を受けているものであって、医療扶助に基づく医療等について

理解を有していると認められるものについて指定するものとすること。ただし、

正当な理由があって指定等を受けていない医療機関（指定訪問看護事業者を除

く。）については、この限りでないこと。 

  なお、法による指定の取消しを受けた医療機関にあっては、原則として取消し

の日から５年以上を経過したものであること。 

ア 健康保険法第６５条第１項又は第８８条第１項の規定による指定 

 

イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条の２に

規定する内容の医療を行う医療機関にあっては、同法第３８条第１項の規定に

よる指定 
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による一般指導により、生活保護に関する法令、告示及び通知に定める事項に

ついて周知徹底を行い、医療扶助に基づく医療等に対する理解が一層深まるよ

う取り組むこと。 

 （３）申請のあった医療機関が、法第 49 条の２第３項各号のいずれかに該当する

医療機関については、指定をしないことができるものであること。 

（４）指定医療機関の指定の有効期間は６年間とし、６年ごとに更新の申請を行わ

せ、上記（１）の指定手続と同様に審査するものとすること。ただし、保険医

療機関や保険薬局であって、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね引

き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療や調剤してい

るもの又はその者と同一世帯に属する配偶者等のみが診療若しくは調剤に従

事しているものについては、その指定の効力を失う日前６月から同日前３月ま

での間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなすものであ

ること。 

 

２ 健康保険法等による診療報酬に係る承認及び届出等 

（１）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る指定、

承認又は認定を受けている場合には、生活保護法において重ねてこれらの指

定、承認又は認定は要しないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る届出

をしている場合には、生活保護法において重ねてこれらの届出は要しないもの

であること。 

 

 

 

 

３ 指定施術機関および指定助産機関 

   指定医療機関の指定基準の際の留意事項、医療機関の指定および指定医療機関

の義務は、法に定める範囲内で指定施術機関および指定助産機関に準用するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 健康保険法等による診療報酬に係る承認等 

（１）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る指定、

承認又は認定を受けている場合には、生活保護法において重ねてこれらの指

定、承認又は認定は要しないものであること。 

（２）健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていない医療機関であって、

生活保護法に基づく指定を受け、又はその申請をする医療機関から、健康保険

法等による診療報酬に係る承認（厚生労働大臣の承認に係るものを除く。）又

は認定の申請があった場合、同法等における承認又は認定に関する取扱いを準

用し、これを承認又は認定すること。 

なお、承認又は認定の決定を行った場合には、生活保護法による承認又は認

定である旨を明記した承認番号又は認定番号を決定し、申請者及び支払基金に

対して通知すること。 

 

３ 健康保険法等による診療報酬に係る届出 

（１）健康保険法に基づく保険医療機関であり、同法等により診療報酬に係る届出

をしている場合には、生活保護法において重ねてこれらの届出は要しないもの

であること。 

（２）健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けていない医療機関であって、

生活保護法に基づく指定を受け又はその申請をする医療機関からの届出があ

った場合には、支払基金に対して通知すること。 

 

４ 指定施術機関および指定助産機関 

   医療機関指定基準、医療機関の指定および指定医療機関の義務は、指定施術機

関および指定助産機関に準用すること。 
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４ 医療保護施設 

   指定医療機関の義務は、医療保護施設に準用すること。 

 

 

第６ 指導および検査 

１ 指定医療機関に対する指導 

（１）目的 

    指定医療機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充実と自立助長に資

するため、法による医療の給付が適正に行なわれるよう制度の趣旨、医療扶助

に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とすること。 

 

 

（２）指導の形態 

    指導の形態は、一般指導と個別指導の２種とすること。 

   ア 一般指導 

     一般指導は、都道府県知事が、法並びにこれに基づく命令、告示及び通知

に定める事項について、その周知徹底を図るため、講習会、広報、文書等の

方法により行うものとすること。 

   イ 個別指導 

     個別指導は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次のいずれかにより、指導

の対象となる指定医療機関において個別に面接懇談方式により行うものと

すること。ただし、必要に応じ、指定医療機関の管理者又はその他の関係者

を一定の場所に集合させて行っても差し支えないこと。 

    （ア）厚生労働大臣又は都道府県知事が単独で行う指導 

   （イ）厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行う指導（以下「共同指導」と

いう。） 

（３）指導対象の選定 

    指導は全ての指定医療機関を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う

観点から、指導形態に応じて次の基準を参考にして対象となる医療機関を一定

の計画に基づいて選定すること。 

   ア 一般指導 

     原則として、全ての指定医療機関とするが、周知徹底を図る内容に応じ、

一部の指定医療機関を選定しても差し支えないこと。 

   イ 個別指導 

（ア）厚生労働大臣又は都道府県知事が単独で行う指導 

次に掲げる事項について、個別に内容審査をした上で、指定医療機関を

選定すること。 

     ａ 社会保険診療報酬支払基金、実施機関、被保護者等から診療内容又は

診療報酬の請求その他医療扶助の実施に関する情報の提供があり、個別

指導が必要と認められた指定医療機関 

５ 医療保護施設 

   指定医療機関の義務は、医療保護施設に準用すること。 

 

 

第６ 指導および検査 

１ 指定医療機関に対する指導 

（１）目的 

    指定医療機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充実と自立助長に資

するため、法による医療の給付が適正に行なわれるよう制度の趣旨、医療扶助

に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とすること。 

（２）対象 

   指導は、すべての指定医療機関とすること。 

（３）内容および方法 

    指導の形態は、一般指導と個別指導の２種とすること。 

   ア 一般指導 

     一般指導は、法ならびにこれに基づく命令、告示および通達に定める事項

について、その周知徹底を図るため、講習会、懇談、広報、文書等の方法に

より行なうものとすること。 

   イ 個別指導 

（ア）個別指導は、被保護者に対する援助が効果的に行なわれるよう福祉事務

所と指定医療機関相互の協力体制を確保することを主眼として、被保護者

の医療給付に関する事務および診療状況等について診療録その他の帳簿

書類等を閲覧し、懇談指導を行なうものとすること。 

なお、個別指導を行なったうえ、特に必要があると認められるときは、

被保護者についてその受診状況等を調査することができるものとするこ

と。 

（イ）個別指導は、原則として実地に行なうものとすること。ただし、必要に

応じ、指定医療機関の管理者又はその他の関係者を一定の場所に集合させ

て行なっても差しつかえないこと。 
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ｂ 個別指導の結果、再度個別指導を行うことが必要と認められた指定医

療機関又は個別指導において改善を求めたにもかかわらず、改善が認め

られない指定医療機関 

ｃ 検査の結果、一定期間経過後に個別指導が必要と認められた指定医療

機関 

ｄ 社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診療報酬

請求データ又は電子レセプトの分析結果等を活用して得られる指定医

療機関の特徴（例えば請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高

い、被保護者以外と比較して被保護者の診療報酬明細書（調剤報酬明細

書を含む。）の１件あたりの平均請求点数が高い、被保護者の県外受診

の割合が高い等）を総合的に勘案し、個別に内容審査をした上で個別指

導が必要と認められる指定医療機関 

ｅ その他、特に個別指導が必要と認められる指定医療機関 

（イ）共同指導 

上記（ア）により選定された指定医療機関の中から、その内容等を勘案

し、共同指導を実施することが必要な指定医療機関を選定すること。 

（ウ）選定上の留意点 

指導対象となる指定医療機関の選定にあたっては、指導にあたる職員

（以下「指導担当者」という。）のみでなく複数の構成員からなる合議体

において決定するなど、組織的に公正な選定を行うものとすること。 

（４）指導方法等 

ア 一般指導 

（ア）指導方法 

周知徹底を図る内容に応じ、以下の方法等により行うこと。 

ａ 講習会方式による講習・講演 

ｂ 全ての指定医療機関に対する広報及び関係機関、関係団体等を通じた

周知 

ｃ 新規指定医療機関に対する制度理解のための文書配布 

（イ）実施上の留意点 

講習会方式で実施する場合において、指導対象となる指定医療機関を決

定した時は、あらかじめ一般指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文

書により当該指定医療機関に通知すること。 

イ 個別指導 

（ア）実施通知 

厚生労働大臣又は都道府県知事は、指導対象となる指定医療機関を決定

したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定医療機関に

通知すること。 

なお、共同指導を実施する場合には、当該通知に厚生労働大臣及び都道

府県知事が共同で行うことを明記すること。 

ａ 個別指導の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ｂ 個別指導の日時及び場所 

ｃ 出席者 

     ｄ 準備すべき書類等 

   （イ）指導方法 

      個別指導は、被保護者の医療給付に関する事務及び診療状況等について

診療録その他の帳簿書類等を閲覧するとともに、関係者から説明を求め、

面接懇談方式で行うこと。なお、個別指導を行う前に、被保護者から受療

状況等の聴取が必要と考えられるときは、福祉事務所の協力を得ながら速

やかに聴取を行い、その結果を基に当該指定医療機関の指導を行うこと。 

   （ウ）指導後の措置等 

     ａ 再指導 

       個別指導において、適正を欠く取扱いが疑われ、再度指導を行わなけ

れば改善の要否が判断できない場合には、当該指定医療機関に再指導を

行うこと。なお、この場合、被保護者から受療状況等の聴取が必要と考

えられるときは、福祉事務所の協力を得ながら速やかに聴取を行い、そ

の結果をもとに当該指定医療機関の再指導を行うこと。 

     ｂ 要検査 

       個別指導の結果、下記２の（２）に定める検査対象の選定項目に該当

すると判断した場合には、後日、速やかに検査を行うこと。 

     なお、指導中に診療内容又は診療報酬の請求について、明らかに不正

又は著しい不当を確認した場合には、個別指導を中止し、直ちに検査を

行うことができるものであること。 

     ｃ 指導結果の通知等 

個別指導の結果、改善を要する事項が認められた場合又は診療報酬に

ついて過誤による調整を要すると認められた場合には、後日、文書によ

ってその旨の通知を行うものとすること。 

     ｄ 報告書の提出 

       都道府県知事は、当該指定医療機関に対して、文書で通知した事項に

ついて、文書により報告を求めること。 

   （エ）実施上の留意点 

     ａ 指導の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選ぶこと。

また、必要に応じ、関係団体との連絡調整（指導方針に係る協議、指導

時の立会依頼など）を行い運営の円滑を期すること。 

     ｂ 実施時期の決定にあたっては、地方厚生（支）局及び衛生関係部局の

行う指導計画等との調整を図ること。 

     ｃ 指導担当者は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。 

 

 

２ 指定医療機関に対する検査 

（１）目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）実施上の留意点 

   ア 指導の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選び、実施の日

時、場所等を対象の指定医療機関に文書で通知するものとすること。 

     なお、この場合関係団体との連絡調整を行ない運営の円滑を期すること。 

イ 実施時期の決定にあたっては、地方社会保険事務局および衛生関係部（局）

課等の行なう指導および監査の計画等との調整を図るものとすること。 

ウ 指導にあたる職員は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。 

 

 

２ 指定医療機関に対する検査 

（１）目的 
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    指定医療機関に対する検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬の

請求の適否を調査して診療方針を徹底せしめ、もって医療扶助の適正な実施を

図ることを目的とすること。 

（２）検査対象の選定 

    検査は、次のいずれかに該当する場合に、厚生労働大臣又は都道府県知事が

行うものとすること。ただし、法第 84 条の４第１項に該当すると認められる

場合には、厚生労働大臣又は都道府県知事が共同で行うことを検討すること。 

   ア 診療内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある

とき。 

イ 診療報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由

があるとき。 

ウ 度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が見ら

れないとき。 

エ 正当な理由がなく個別指導を拒否したとき。 

（３）検査方法等 

ア 実施通知 

厚生労働大臣又は都道府県知事は、検査対象となる指定医療機関を決定し

たときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定医療機関に通知

すること。 

なお、厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で検査を実施する場合には、

当該通知にその旨を明記すること。 

（ア）検査の根拠規定及び目的 

（イ）検査の日時及び場所 

（ウ）出席者 

（エ）準備すべき書類等 

イ 検査の内容及び方法 

検査は、被保護者の診療内容及び診療報酬請求の適否その他医療扶助の実

施に関して、診療報酬明細書（調剤報酬明細書を含む。）と診療録（調剤録

を含む。）その他の帳簿書類の照合、設備等の調査により実地に行うものと

すること。 

なお、必要に応じ被保護者についての調査をあわせて行うものとするこ

と。 

ウ 実施上の留意点 

（ア）検査の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選ぶこと。ま

た、必要に応じ、関係団体との連絡調整（検査方針に係る協議、検査時の

立会依頼など）を行い運営の円滑を期すること。 

（イ）実施時期の決定にあたっては、地方厚生（支）局及び衛生関係部局の行

う監査計画等との調整を図ること。 

（ウ）検査にあたる職員は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。 

 

    指定医療機関に対する検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬の

請求の適否を調査して診療方針を徹底せしめ、もって医療扶助の適正な実施を

図ることを目的とすること。 

（２）対象 

    検査は、個別指導の結果、検査を行なう必要があると認められる指定医療機

関および個別指導を受けることを拒否する指定医療機関とすること。ただし、

前記以外の指定医療機関であって、診療内容又は診療報酬の請求に不正又は不

当があると疑うに足りる理由があって直ちに検査を行なう必要があると認め

られる場合は、この限りでないこと。 

 

 

 

 

 

（３）内容および方法 

    検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬請求の適否について、明

細書等と診療録その他の帳簿書類の照合、設備等の調査により実地に行なうも

のとすること。 

    なお、必要に応じ患者についての調査を合わせて行なうこととすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）実施上の留意点 

   ア 検査の実施に際しては、つとめて診療に支障のない日時を選び、実施の日

時、場所等を対象の指定医療機関に文書で通知するものとすること。 

     なお、この場合関係団体との連絡を行ない、運営の円滑を期すること。 

   イ 実施時期の決定にあたっては、地方社会保険事務局および衛生関係部（局）

課等の行なう指導および監査の計画等との調整を図るものとすること。 

   ウ 検査にあたる職員は、公正かつ親切丁寧な態度を保持すること。 
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３ 検査後の措置等 

（１）検査結果の通知及び報告書の提出 

ア 検査の結果は、後日、文書によってその旨の通知を行うものとすること。 

イ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該指定医療機関に対して、改善を要

すると認められた通知事項については、文書により報告を求めるものとする

こと。 

（２）行政上の措置 

ア 指定取消、効力停止 

都道府県知事は、指定医療機関が次のいずれかに該当したときは、その指

定の取消しを行なうこと。ただし、指定の取消しの処分に該当する医療機関

の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、医療扶助のための医療の確保を図

るため特に必要と認められる場合は、期間を定めてその指定の全部若しくは

一部の効力停止を行うことができるものとする。 

（ア）故意に不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

   （ウ）重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行なったもの。 

   （エ）重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なった

もの。 

イ 戒告 

     都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

は、戒告の措置を行なうこと。 

   （ア）重大な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）重大な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

   （ウ）軽微な過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。 

   （エ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なったも

の。 

   ウ 注意 

     都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

は、注意の措置を行なうこと。 

   （ア）軽微な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

（３）聴聞等 

検査の結果、当該指定医療機関が指定の取消又は期間を定めてその指定の全

部若しくは一部の効力停止の処分に該当すると認められる場合には、検査後、

指定の取消等の処分予定者に対して、行政手続法（平成５年法律第 88 号）の

規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならないこと。 

 

（４）経済上の措置 

ア 都道府県知事は、検査の結果、診療及び診療報酬の請求に関し不正又は不

 

３ 検査後の措置 

   指定医療機関に対する行政措置は、指定取消、戒告、注意の３種とし、事案の

軽重に従い次の標準によって行なうこと。 

 

 

 

（１）行政上の措置 

ア 指定取消 

都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

は、その指定の取消しを行なうこと。 

 

 

 

（ア）故意に不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

   （ウ）重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行なったもの。 

   （エ）重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なった

もの。 

イ 戒告 

     都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

は、戒告の措置を行なうこと。 

   （ア）重大な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）重大な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

   （ウ）軽微な過失により不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。 

   （エ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行なったも

の。 

   ウ 注意 

     都道府県知事は、法による指定医療機関が次のいずれかに該当したとき

は、注意の措置を行なうこと。 

   （ア）軽微な過失により不正又は不当な診療を行なったもの。 

   （イ）軽微な過失により不正又は不当な診療報酬の請求を行なったもの。 

（２）聴聞 

    都道府県知事は、法による指定医療機関の事故が指定取消の措置に該当する

おそれがあると認めた場合は、検査終了後、当該指定医療機関に対して聴聞を

行わなければならないこと。 

    この場合において、聴聞の手続は、行政手続法第３章第２節に定めるところ

によるものとする。 

（３）経済上の措置 

   ア 不正又は不当の診療および診療報酬の請求により診療報酬に過誤払いが認
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当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、すみやかに支払

基金に連絡し、当該指定医療機関に支払う予定の診療報酬額からこれを控除

させるよう措置すること。ただし、当該指定医療機関に翌月以降において控

除すべき診療報酬がない場合は、これを保護の実施機関に直接返還させるよ

う措置すること。 

イ （略） 

ウ 指定の取消しの処分を行った場合、又は期間を定めてその指定の全部若し

くは一部の効力停止の処分を行った場合には、原則として、法第 78 条第２

項の規定により返還額に 100 分の 40 を乗じて得た額も保護の実施機関に支

払わせるよう措置すること。 

（５）厚生労働大臣への通知 

    都道府県知事は、指定医療機関について指定の取消しの処分を行った場合、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分を行った場

合において、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 80 条各号のいずれかに

該当すると疑うに足りる事実があるときは、法第 83 条の２に基づき厚生労働

大臣に対し、その事実を通知すること。 

  

４ 医療保護施設等の取扱い （略） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

様式第２号 

 

様式第２６号の３ 

 

別紙第４号の１ 協定書案 

別紙第４号の２ あん摩・マッサージの施術料金の算定方法 

別紙第４号の３ 柔道整復師の施術料金の算定方法 

別紙第５ （削除） 

別紙１ （削除） 

別紙２ （削除） 

別紙第４号の４ はり・きゅうの施術料金の算定方法 

められたときは、都道府県知事は、すみやかに支払基金に連絡し、当該指定

医療機関に支払う予定の診療報酬額からこれを控除させるよう措置するこ

と。ただし、過誤払いが認められた当該医療機関に翌月以降において控除す

べき診療報酬がない場合は、これを返還させるよう措置すること。 

 

イ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 医療保護施設等の取扱い （略） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

様式第２号 

 

様式第２６号の３ 

 

別紙第４号の１ 協定書案  

別紙第４号の２ あん摩・マッサージの施術料金の算定方法 

別紙第４号の３ 柔道整復師の施術料金の算定方法 

別紙第５ 協定書（はり・きゅう）案 

別紙１ はり・きゅう給付の担当規程 

別紙２ はり・きゅう給付の施術方針 

別紙３ はり・きゅうの施術料金の算定方法 



様式第１号

住所（所在地） 生年月日 氏名 住所 生年月日

 ～

（注意）1　助産師又は施術者については、「開設者名（氏名）」に本人に氏名を記載するとともに「住所（所在地）」にその住所を記載すること。

　

指定機関名簿

指定年月日 指定有効期間
開設者 管理者

指定番号
医療機関
等コード

名称 所在地 診療科名等
氏名（名称等）

2　指定訪問看護事業者については、その解説する訪問看護ステーションごとに記載すること（「開設者名（氏名）」及び「住所（所在地）」には、指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地を記載すること。）。



年　　月　　日

 ～

年　　月　　日

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名

年　　月　　日

年　　月　　日

 ～

年　　月　　日

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名

年　　月　　日

年　　月　　日

 ～

年　　月　　日

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名

年　　月　　日

年　　月　　日

 ～

年　　月　　日

氏名（名称等） 住所（所在地） 生年月日 氏名

年　　月　　日

年　　月　　日

生年月日

年　　月　　日

開設者 管理者

住所

生活保護法
指定年月日

生活保護法
指定有効期間

健康保険法
指定有効期間

みなし
更新申

年　　月　　日

年　　月　　日

有・無 ～

年　　月　　日

開設者 管理者

住所

指定番号
医療機関等

コード
名称 所在地 診療科名等

一　覧　表

指定番号
医療機関等

コード
名称 所在地 診療科名等

生活保護法
指定年月日

生活保護法
指定有効期間

みなし
更新申

年　　月　　日 有・無

健康保険法
指定有効期間

年　　月　　日

 ～

生年月日

年　　月　　日

指定番号
医療機関等

コード
名称 所在地 診療科名等

生活保護法
指定年月日

生活保護法
指定有効期間

健康保険法
指定有効期間

みなし
更新申

年　　月　　日

年　　月　　日

有・無 ～

年　　月　　日

開設者

指定番号
医療機関等

コード
名称 所在地 診療科名等

管理者

住所 生年月日

年　　月　　日

生活保護法
指定年月日

生活保護法
指定有効期間

健康保険法
指定有効期間

みなし
更新申

年　　月　　日

年　　月　　日

有・無 ～

年　　月　　日

開設者 管理者

住所 生年月日

年　　月　　日



様式第２号

（注意）　1

2

指定・指定更新申請書（変更届書等）受理簿

指定
番号

備考
受理
番号

受理年月日 名称 所在地 申請者（開設者）名 住所（所在地）
指定・指定更新（変更等）

年月日
辞退年月日

「指定年月日」は、当該指定医療機関が初めて生活保護法による指定を受けた年月日を記載。

開設者が法人の場合、「申請者（開設者）名」に法人の名称及び代表者の職・氏名を記載し、「住所（所在地）」に法人の主たる事務所の所在地を記載。



様式第26号の3    

（表  面） 

施術券及び施術報酬請求明細書（はり・きゅう） 

（  年  月分）       （地区担当員印）  （取扱担当者印）   （福祉事務所長印） 

 

生 

活 

保 

護 

法 

施 

術 

券 

交付番号 

 

有効期間 

      日から   日まで 

施術開始日 

年  月 

１．単 給 

２．併 給 

患者氏名              （  歳） 男 

                        女 

居住地 

 

傷病名 １ 神経痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群 

    ４ 五十肩 ５ 腰痛症  ６ 頸椎捻挫後遺症 

    ７ その他（               ） 

はり・きゅう師氏名 

 

 

施術報酬請求明細書（はり・きゅう） 

 

施 

 

術 

 

報 

 

酬 

 

請 

 

求 

 

明 

 

細 

 

書 

○初回施術 

年月日 
 年 月 日 実日数 日 既施術回数      回 転 帰 治癒・中止 

①初 検 料 

 １はり ２きゅう ３はりきゅう併用 
円 

摘  要 

② 

施 

 

術 

 

料 

はり     円×  回＝   円 

きゅう     円×  回＝   円 

はり、きゅう併用     円×  回＝   円 

電療料 

１電気針 ２電気温灸器 ３電気光線器具
円×  回＝   円 

③ 往 療 料 ２㎞まで 

     加  算（  ㎞） 

    円×  回＝   円 

     円×  回＝   円 

施術日 

通院○ 

往療◎ 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

  ④ 合 計 金 額 （①＋②＋③） 
     請      求 ※ 決  定 

            円         円 

※ ⑤ 社 保 負 担（健・共） 

              有 ・ 無      割 
            円         円 

※ ⑥ 本 人 支 払 額      円             円         円 

  ⑦ 差引請求（支払）金額 

        （④－⑤－⑥） 
            円         円 

 

請 

求 

書 

 （患者氏名） にかかる上記明細書による施術料を請求します。 

        平成   年   月   日 

住 所 

       福祉事務所長 殿   はり・きゅう師 

氏 名             ㊞ 

委 

任 

状 

 上記の金額の受領を      師会（理事）長（氏名）       に委任します。 

    平成   年   月   日 

                     （はり・きゅう師名） 

                         氏 名            ㊞ 



（ 裏   面 ）  

は り ・ き ゅ う 師 へ の お 知 ら せ  

１  患 者 の 本 人 支 払 額 は 、 施 術 報 酬 請 求 明 細 書 右 側 下 欄 の 「 本 人 支 払 額 」 欄 記 入 の 金 額

で す か ら 窓 口 で 徴 収 し て く だ さ い 。  

 ２  施 術 券 の 有 効 期 間 の 延 長 を 必 要 と 認 め た と き は 、 た だ ち に 福 祉 事 務 所 に 連 絡 の う え

補 正 を う け て 下 さ い 。 こ の 場 合 連 絡 が な い と 減 額 さ れ る こ と が あ り ま す か ら 注 意 し て

く だ さ い 。  

 ３  施 術 券 の 所 定 事 項 及 び 請 求 明 細 書 の 「 本 人 支 払 額 」 、 「 社 保 負 担 」 欄 に 必 要 事 項 の

記 入 の な い も の 及 び 施 術 券 に 福 祉 事 務 所 長 印 の な い も の は 無 効 で す か ら 福 祉 事 務 所 に

返 送 し て 下 さ い 。  

 ４  「 初 回 施 術 年 月 日 」 欄 に は 、 費 用 負 担 関 係 の 如 何 に か か わ ら ず 、 そ の 傷 病 に つ い て

の 初 回 施 術 年 月 日 を 記 入 し て 下 さ い 。 ま た 「 ① 初 検 料 」 の 施 術 内 容 欄 に は 、 該 当 す る

項 目 を ○ で 囲 ん で 下 さ い 。  

 ５  「 摘 要 」 欄 に は 往 療 を 必 要 と し た 理 由 等 を 付 記 し て く だ さ い 。  

 ６  施 術 報 酬 請 求 明 細 書 に つ い て 下 記 事 由 に 該 当 す る 場 合 は 、 返 戻 さ れ る こ と が あ り ま

す か ら 注 意 し て く だ さ い 。  

(1)  請 求 書 の 氏 名 お よ び 捺 印 も れ  

(2)  初 回 施 術 年 月 日 、 既 施 術 回 数 の 記 入 も れ  

(3)  往 療 距 離 記 入 も れ  

(4)  そ の 他  

（ 記 入 上 の 注 意 ）  

 ※ 印 の 欄 に は 記 入 し な い で 下 さ い 。  

  

患 者 へ の お 知 ら せ  

 １  併 給 の 場 合 で 、 別 に 保 護 変 更 決 定 通 知 書 を 交 付 し な い と き は 、 本 券 を も っ て こ れ に

代 え ま す 。  

 ２  こ の 施 術 券 で 施 術 を 受 け る こ と の で き る 期 間 は 施 術 券 の 「 有 効 期 間 」 欄 に 記 入 さ れ

た 日 数 で す 。  

 ３  あ な た が 直 接 支 払 う 額 は 、 表 面 「 本 人 支 払 額 」 欄 に 記 入 さ れ た 金 額 で す か ら 窓 口 で

支 払 っ て 下 さ い 。 な お 、 本 人 支 払 額 が 支 払 わ れ て い な い 場 合 に は 、 保 護 の 変 更 、 停 止

又 は 廃 止 が 行 わ れ る こ と も あ り ま す 。  

 ４  施 術 者 お よ び 福 祉 事 務 所 長 の 指 示 、 指 導 に 従 っ て 療 養 に 専 念 し て 下 さ い 。  

 ５  施 術 を 受 け て い る 期 間 は 、 そ の 疾 病 に つ い て は 、 指 定 医 療 機 関 の 医 療 を 受 け る こ と

は で き ま せ ん か ら 注 意 し て く だ さ い 。  

 ６  施 術 が 終 っ た と き 、 又 は 施 術 を 中 止 し た と き は 、 す み や か に そ の 旨 を 福 祉 事 務 所 長

に 届 け 出 て く だ さ い 。  

 ７  施 術 券 は 、 他 人 に 譲 っ た り 又 は 使 用 さ せ て は い け ま せ ん 。  
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